
報告第１２号 

 

 

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て 

 

 

 別紙専第１８号は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項の規定に該当し専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを

報告し承認を求める。 

 

 

   令和８年 ５月１９日 提出  大町市長  牛 越  徹 

 

   令和８年 ５月  日 承認 



 



専第１８号 

令和８年度大町市一般会計補正予算（第１号） 

 令和８年度大町市の一般会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４３，８００千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８，７６３，８００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の補正は、「第２表 地方債補正」による。 

令和８年 ４月 ２日 専決 大町市長 牛 越 徹 
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(一般会計)
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(一般会計)
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(一般会計)



合計 1,476,100

学 校 施 設 Ｌ Ｅ Ｄ 照 明
設 備 整 備 事 業

0
証書借入
又は

証券発行

　４.０％以内
（利率見直し方
式で借り入れる
財政融資資金及
び機構資金、銀
行等引受資金に
ついて、利率見
直しを行った後
においては当該
見直し後の利
率）

　財政融資資金及
び機構資金につい
ては、その融資条
件による。銀行そ
の他の場合は融通
先と協議する（市
の財政の都合によ
り据置期間及び償
還期限を短縮し、
又は繰上償還若し
くは低利に借換え
することができ
る。）。

（追加）

起債の目的
補正前

限度額（千円） 起債の方法 利率 償還の方法

第 ２ 表 地 方 債 補 正
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(一般会計)



1,479,900

補正前
と
同じ

利率 償還の方法

3,800
補正前
と
同じ

補正前
と
同じ

補正後

限度額（千円） 起債の方法
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１　特　別　職

期末手当
報  酬 給  料 年間支給率 計

(人) （月分）

長　等 3 24,396 9,962 255 15,557 50,170 3,532 53,702

(3.50月)

議　員 16 57,972 23,672 81,644 14,493 96,137

(3.50月)

1,804 89,570 89,570 89,570

計 1,823 147,542 24,396 33,634 255 15,557 221,384 18,025 239,409

長　等 3 24,396 9,962 255 15,557 50,170 3,532 53,702

(3.50月)

議　員 16 57,972 23,672 81,644 14,493 96,137

(3.50月)

1,796 89,485 89,485 89,485

計 1,815 147,457 24,396 33,634 255 15,557 221,299 18,025 239,324

長　等 　 　 　 　 　 　 　 　 　

議　員 　 　 　 　 　 　 　 　 　

8 85 　 　 　 　 85 　 85

計 8 85 　 　 　 　 85 　 85

給   与   費   明   細   書

給          与          費

その他
手　当

共済費寒冷地
手　当

合  計 備考

（単位：千円）

職員数

補
　
　
正
　
　
後

補
　
　
正
　
　
前

比
　
　
　
　
　
較

区　　分

その他
の特別

職

その他
の特別

職

その他
の特別

職
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